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本 田 印 房

■ＪＡさつま
　　本所

■薩摩中央高等学校

■さつま警察署

北薩地域振興局■

  虎居橋
（宮之城橋）

紫尾・出水
方面

旧店舗□

宮都大橋

↑

佐志・永野
方面　

↑

一ツ木・白男川
　　方面

↑

 鶴田・大口
方面　

↑

約200m 約400m

Ｒ５０４

Ｒ３２８

本田印房
  新店舗

すべて自家製造により当日お渡し可能です！！

いんかん・ゴム印・シャチハタ式浸透印の急ぎＯＫ！！

(ＴＥＬもＦＡＸもいままでどおりです）

移転しました
あなたの街のはんこやさん

いんかん・ゴム印・シャチハタ製品・サンビー製品・名刺・はがき

さつま町旭町21-６　ＪＡさつま本所通り
ＴＥＬ 53-0578　ＦＡＸ 53-0751
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■身分証明書の交付について

　身分証明書は，さつま町に本籍のある人につい

て交付します。申請できる人は，本人又は本人の

委任状を持参した代理人です。本人が郵便にて請

求することもできます。委任状の様式は任意です

が，役場町民係窓口にも備えてありますのでご利

用ください。

※役場窓口での手続きや各種証明書申請の際は印

　鑑（認印で可）をご持参ください。

問い合わせ先　

　本庁町民課町民係　（内線２１２３）

　鶴田総合支所町民係（内線４１１１）

　薩摩総合支所町民係（内線６１２１）

■身体障害者などの自動車税・自動車取得税の減

　免について

　平成２０年４月１日から，一定の要件に該当す

る身体障害者などのために使用される自動車に対

する自動車税・自動車取得税の減免制度の一部が

改正されます。

　改正点は以下のとおりです。

○減免額に上限額（自動車税：４万５千円，自動

　車取得税：普通車１２万５千円・軽自動車７万

　５千円）が設定されます。

○生計同一者又は常時介護者による運転に係る減

　免の対象が一部拡大されます。

※その他の条件もありますので，詳しくは北薩地

域振興局県税課にお問合せください。　　

　北薩地域振興局県税課　　２３－５１５１

■町職員の給与等公表につて

　「町職員の給与・定員管理等について」は，本

町のホームページ並びに本庁，各総合支所で平成

２０年３月１７日から閲覧できます。

　なお，併せて「人事行政の運営等の状況につい

て」も同様に公表します。

■行政相談につて

　毎日の暮らしの中で，役所などが行っている仕

事に対する疑問や相談ごとはありませんか。次の

とおり行政相談所を開設しますので，そのような

ときは総務省の「行政相談委員」をご利用くださ

い。

行政相談日程

○日時＝毎月第３木曜日　午前１０時～正午

○場所＝宮之城ひまわり館（相談室）

　　　　　小島泰秀 委員

○日時＝３月１０日（月）　午前９時～正午

○場所＝鶴田総合支所（２階第１会議室）

　　　　　東郷光行 委員

　　　　薩摩総合支所（旧館１階会議室）

　　　　　赤崎弘道 委員

※相談委員の担当区域に関わらず，どこの会場でも構

いませんのでご相談ください。

【さつま町の行政相談委員】

◆旧宮之城町域担当　　小島　泰秀　

　　さつま町轟町８番地４　　　　５３－２３９６

◆旧鶴田町域担当　　　東郷　光行　　

　　さつま町神子７２０番地８　　５９－２６２９

◆旧薩摩町域担当　　　赤崎　弘道　　

　　さつま町求名２２８７番地　　５７－０２３３

福祉課　福祉障害係　内線２１３５

総務課　秘書人事係　内線２２１２

広　告

information

求められる確かな学力～～ ～～

広　告

宮之城屋地１５３８　電話 ５２-３９１９

盈 進 義 塾
・小学部コース　　・高校受験コース

＝ 基礎・基本の徹底を図る ＝

生徒募集新年度
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さつま町役場　　０９９６－５３－１１１１

の情報ページくらしくらしくらし

■年金相談

　年金加入記録や受給手続きなどについての『年

金相談所』を開設します。

　相談には，川内社会保険事務所の職員が応じま

すので，質問や相談などがありましたら，年金手

帳・年金証書・印鑑などを持ってお越しください。

　代理の場合は，委任状が必要です。

○日時＝３月２６日（水）午前１０時～午後３時

○場所＝鶴田中央公民館『長寿・婦人の間』

■国民年金保険料納付相談所開設

○日時＝３月２７日（木）午前１０時～午後４時

○場所＝町役場本庁東別館３階庁議室

■国民年金保険料が変わります

　平成２０年度の国民年金保険料は１４，４１０

円になります。

　保険料の支払い方法によって，お得な割引料金

も設定されています。

○毎月納付で保険料を支払う場合（納付書による

　現金納付及び翌月末振替の口座振替）

　１か月分→１４，４１０円

○毎月振替「早割」で保険料を支払う場合（当月

　末振替の口座振替）

　１か月分→１４，３６０円（割引５０円）

○６か月分をまとめて前払いする場合（現金納付）

　６か月分→８５，７６０円（割引７００円）

　１年度分→１７１，５２０円（割引１，４００円）

　※６か月前納４月～９月と１０月～３月を前納

　した場合の合計

○６か月分をまとめて前払いする場合（口座振替）

　６か月分→８５，４８０円（割引９８０円）

○１年分をまとめて前払いする場合（現金納付）

　１年度分→１６９，８５０円（割引３，０７０円）

　口座振替手続き・お支払い方法は，川内社会保

険事務所に問い合わせください。

　川内社会保険事務所　　２２－５２７６

■不審電話にご注意を!!

　県全域で社会保険事務所の職員を名乗り，コン

ビニエンスストアで現金自動預け払い機（ＡＴＭ）

を操作させたり，不当に預金口座などを聞き出そ

うとする詐欺まがいの電話が多数報告されています。

　『保険料の還付金があるので振込をしたい。銀

行・郵便局の預金口座を教えてほしい』などと語

り，個人の預金口座情報などを聞き出そうとする

ものです。

　社会保険事務所が還付金などを支払う場合に，

本人にコンビニエンスストアなどでＡＴＭを操作

指示するようなことはありません。

　社会保険事務所の職員を名乗った電話や訪問で

不審な点がありましたら，所属と氏名を確認のう

え，川内社会保険事務所にご連絡ください。

　川内社会保険事務所　　２２－５２７６

■印鑑登録について

　実印登録（印鑑登録）は，さつま町に住民登録

のある人のみできます。

　実印の登録をされる場合，顔写真の付いた公的

証明書（運転免許証など）で本人確認をしていま

す。顔写真の付いた公的証明書を持っていない人

は，町内に印鑑登録をしている人の保証書（実印

で証明）により本人確認をしています。保証書の

様式は役場町民係窓口にありますので事前に記入

いただくか保証人と一緒にそれぞれの実印と保証

人の印鑑登録証（印鑑カ－ド）を持ってご来庁く

ださい。改印の場合も同じです。

町民課　町民係　内線２１２５


